
• 集約・複合化において期待される効果・視点として、以下の項目
が考えられます。

• 集約・複合化の検討にあたっては、これらの効果が発揮されるか
がひとつの基準になると考えられます。

◆ 第３章 新庁舎整備の基本方針 検討資料
１ 前提となる考え方

新庁舎整備の基本理念・方針は、以下の観点を踏まえて設定します。

３ 集約・複合化の方針

○ 新庁舎に求められる役割・機能

• 「市民サービス・満足度の向上と交流・賑わいの創出」
• 「市民の暮らしと未来を守る」
• 「機能性、効率性、生産性の向上」 「第1回庁内検討委員会」より

 庁舎整備に求められる機能や設備
• 市民サービス機能の視点
• 効率的で効果的な執務機能の視点
• デジタル技術活用の視点
• ユニバーサルデザインの視点
• 環境負荷低減に配慮した経済性とのバランスの視点
• 防災機能の視点
• 庁舎浸水などの水害に対応した視点
• 議会機能の視点
• その他機能（市民ニーズを踏まえた中で検討すべき機能）

「橋本市庁舎等整備検討方針（令和6年度庁内検討委員会）」より

○ 現庁舎が抱える課題の解決

• 建物・設備の老朽化
• 庁舎スペースの狭隘化
• 建物や窓口の分かりにくさ
• ユニバーサルデザインなどの対応不足
• 駐車場の不足・使いにくさ
• 防災対応など安全面の機能不足
• 高度情報化への対応不足

○ 市民等利用者のニーズ

 意向把握調査結果（整備理念・機能・複合化の考え方 など）
• 新庁舎のあり方・機能として○○○を重要視
• 集約化・複合化においては、○○○を重要視
• その他、○○○とすること等の要望も見られる

○ 上位計画等における市の目指す将来像・公共施設のあり方

• 人輝き あたたかさ湧きでる みんなで創造する元気なまち橋本(①)

• ともに創る（産業の振興と雇用を創出し定住できるまち）
ともに守る（安全・安心な暮らしを守り支えるまち）
ともに育てる(子どもから高齢者までともに育み学び合うまち)(①)

• 協働によるまちづくり｜多様な連携の推進
持続可能な行政運営 (①：まちの将来像｜行政推進の基本方針)

• 豊かな自然と文化・歴史を基盤に、農商工のモノづくりが育つ
賑わい住宅都市橋本(②)

• 健全な都市経営と施設維持｜安心安全な公共施設 
公共サービスの維持(③：基本目標)

• 施設総量(延床面積)の削減
施設の集約化・複合化
効率的な施設の維持管理(➂：公共建築物の３原則)

① 第２次橋本市長期総合計画
② 第２次橋本市都市計画マスタープラン ｜ ➂ 橋本市公共施設等総合管理計画

基本理念（イメージ）：
              未来へつなぐ、共創・安全・安心のかけはし
    人と人を結び、共に生み出す、未来にわたって安全な庁舎
        ※市民等アンケート調査や、ワークショップを踏まえ設定

４ 安全・安心を守り支える庁舎

【関連語句】・災害対策 ・業務継続 ・庁舎のライフライン維持

３誰もが利用しやすく開かれた庁舎

【関連語句】 ・利用者動線 ・ユニバーサルデザイン ・市民に開かれた議会

１ 市民サービスや働きやすさの向上につながる庁舎

【関連語句】・スマートな窓口   ・行政手続きのオンライン化
      ・ICT活用 ・DX推進 ・効率的で効果的な執務機能 ・働き方改革

２ 市民の交流・協働によるまちづくりの拠点となる庁舎

【関連語句】 ・市民交流 ・市民協働 ・共創の拠点づくり

５ 環境にやさしい庁舎

【関連語句】 ・省資源 ・省エネルギー ・環境負荷低減に配慮

６ 経済的で将来変化に対応できる庁舎

【関連語句】 ・ライフサイクルコスト 

前提となる考え方に基づき、新庁舎整備における基本理念・基本方針を設定します。

基本方針（案）：

• 市民等のニーズや意向を把握し、市民サービスや満足度の向上を目指します。
• 市民の交流や賑わいを創出する機能を持たせるなど、市民と行政が一体と

なってまちづくりを進める共創の拠点づくり、新庁舎エリアの魅力向上を目
指します。

• 来庁者だけでなく、職員の働き方やDX推進など日々庁舎で働く職員の視点に
も着目し、職員の能力が最大限発揮でき、よりよい行政サービスの提供につ
ながる、機能性、効率性、生産性の高い庁舎整備を目指します。

• 人口減少や市民ニーズの変化に対応するとともに、災害対応拠点としての役
割を果たす庁舎を目指します。また、建設費だけでなく将来の維持管理費ま
で含めたライフサイクルコストを考慮し、経済性にも優れた、未来にわたっ
て持続可能な庁舎整備を目指します。

前提となる考え方だけでなく、以下に整理する視点を踏まえ、集
約・複合化の検討を進めます。

２ 新庁舎整備の基本理念・方針

○ 集約・複合化において期待される効果・視点

• 利便性
（手続き等市のサービスがワンストップで受けられる）

• サービス向上
（行政のさらなる連携により市民サービスの質が向上する）

• 賑わい・拠点性
（市民同士の交流や賑わいを生み出し、特色ある庁舎にする）

• 防災・安全対策
（災害時に迅速な連携・対応ができる）

• 経済性
（公共施設のコンパクト化により長期的な財政負担を軽減する）

○ 市の公共施設のあり方

「橋本市公共施設等総合管理計画」より

【資料7】

• 公共施設等総合管理計画において、公共施設マネジメントを推進
する上での基本目標（➀健全な都市経営と施設維持、②安心安全
な公共施設、③公共サービスの維持）を達成するため、公共建築
物の３原則が示されています。

• また、公共減築物の延べ床面積の総量縮減に係る目標として、平
成26年からの30年間で３割削減を掲げています。
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基本理念や基本方針を実現するために必要と考えられる機能や方策を整理します。
 構想ではおおよその機能・方策を示し、基本計画において規模等との整合を図りながら、具体的な内容を検討し、示します。

必要機能・方策（案）： 具体方策の例※：

※「具体方策の例」は機能内容がイメージしやすいよう例として示すもので、導入することが決定しているわけではありません。詳細は基本計画において検討します。

◆ 第４章 新庁舎の機能・概略規模 機能検討資料

１ 新庁舎の基本機能 ２ 集約・複合施設の基本機能

集約・複合化の方針に基づき、集約化及び複合化する施設・機能を整理し
ます。

４ 安全・安心を守り支える庁舎

【関連語句】
・災害対策 ・業務継続
・庁舎のライフライン維持

３誰もが利用しやすく開かれた庁舎

【関連語句】
・利用者動線 ・ユニバーサルデザイン
・市民に開かれた議会

１ 市民サービスや働きやすさの向上に
  つながる庁舎

【関連語句】
・スマートな窓口 
・行政手続きのオンライン化
・ICT活用 ・DX推進 
・効率的で効果的な執務機能 ・働き方改革

２ 市民の交流・協働によるまちづくりの
  拠点となる庁舎

【関連語句】
・市民交流 ・市民協働 ・共創の拠点づくり

５ 環境にやさしい庁舎

【関連語句】
・省資源 ・省エネルギー
・環境負荷低減に配慮

６ 経済的で将来変化に対応できる庁舎

【関連語句】 
・ライフサイクルコスト 

基本方針（案）： （１）集約化する施設・機能

（２）複合化する施設・機能

※ 庁内で複合化意向が前向きなものに関して
  施設・機能ごとに整理予定

※ 国・県施設で複合化意向が前向きなものに関して
  施設・機能ごとに整理予定

• 手続きしやすい窓口機能 ワンストップ（ワンフロア）窓口、
オンライン手続きへの対応、
プライバシー配慮、快適な待合スペース

• 働きやすい執務空間 ユニバーサルレイアウト、ICT対応、
会議室・書庫・倉庫の適正配置、福利厚生機能

• 情報発信機能 市政や最新情報等の発信、デジタルサイネージ

• 市民協働・交流機能 市民のための協働・交流スペース

• ユニバーサルデザイン ゆとりある移動空間、分かりやすい案内サイン、
利用しやすいトイレ等

• 利用しやすい駐車場・駐輪場 適切な台数の確保、障害者等用駐区画、
車寄せスペースの計画等

• 開かれた議会 利用しやすい議場・傍聴席、傍聴システム

• 防災機能 耐震性確保、ライフライン維持

• 危機管理機能 災害対策本部室の設置、災害時対応

• セキュリティ対策 セキュリティゾーニング計画、
ICカード等施錠システムの導入

• カーボンニュートラル ZEBを考慮した施設計画

• 環境配慮の工夫 自然光、雨水利用等の自然エネルギーの活用
LED採用、高効率の空調システム導入、
エコマテリアルの採用

• 適切な運用管理 運用管理システムの導入

• ライフサイクルコスト低減 維持管理・運営段階を含む事業全体費用に配慮した計画、
長寿命

• フレキシビリティ 将来の施設ニーズに対応するためのレイアウト、
間仕切壁の導入

• 維持管理・更新の容易性 日常的な清掃が容易な計画、
適切な維持管理スペース・ルート確保

（窓口・待合機能）

（行政執務機能）

（議会機能）

（駐車場・駐輪場）

① 市の施設

② 市以外の施設

• 現在、本庁舎北別館、上下水道庁舎、教育文化会館、保健福祉セン
ターに分散されている庁舎機能について、市民サービスや働きやすさ
の向上を図るため、新庁舎へ集約します。

本庁舎

本庁舎北別館

上下水道庁舎

教育文化会館

保健福祉センター

新
　
庁
　
舎

・総務部（環境美化センター）
・統計調査本部  ・入札室

・上下水道部
・水道サービスセンター

・教育長室
・教育総務課、学校再編推進室、
 学校教育課、生涯学習課

・健康福祉部

集約

現在調整中

現在調整中
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◆ 第３章 新庁舎整備の基本方針 検討資料（補足）
第２次橋本市長期総合計画 後期基本計画（令和5(2023)年3月策定）

p.43 p.44 p.45

p.30 p.31 p.32

p.34

＜上位・関連計画＞
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p.26 p.27

橋本市公共施設等総合管理計画 基本方針編（令和7(2025)年3月改訂）

p.70

第２次橋本市都市計画マスタープラン（令和5(2023)年3月策定）

◆ 第３章 新庁舎整備の基本方針 検討資料（補足）

p.28

概要版概要版

＜上位・関連計画＞
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p.3 p.12

p.13 p.14

◆ 第３章 新庁舎整備の基本方針 検討資料（補足）
橋本市公共施設等総合管理計画 個別方針編（令和7(2025)年3月改訂）

p.6

＜上位・関連計画＞
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p.60 p.63

◆ 第３章 新庁舎整備の基本方針 検討資料（補足）
地域防災計画 基本計画編（平成28(2016)年策定）

＜上位・関連計画＞

橋本市DX推進計画 ～暮らし・元気・スマートを加速～（令和5(2023)年策定）

【概要版】p.3

p.7 p.8
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◆ 第３章 新庁舎整備の基本方針 検討資料（補足）
第１回幹事会_R3橋本市庁舎整備基本方針（案）

＜庁内検討＞

p.1
庁内検討委員会（第1回）_資料１

令和６年度第２回庁内検討委員会_橋本市庁舎等整備検討方針

p.4

p.4p.5p.4
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◆ 第３章 新庁舎整備の基本方針 検討資料（補足）
橋本市新庁舎整備に関するアンケート（令和7(2025)年8月）

＜アンケート項目＞
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